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１ 研究の目的と方法 
 近年、地方自治体では公共ストックマネジメ

ントに基づいた地域施設再編が検討されてい

る。そこでは、総合的な視野から地域対応施設

が取り上げられ、各種専門機能を持つ施設を複

合化し統廃合する方向性が示されている。 
 公民館のような一定地域を利用対象圏域と

定め継続的に整備してきた地域施設にあって

も、再整備計画の中で施設内容が変容していく

例がある。 
 このような地域施設再編にあたって、各コミ

ュニティの基幹となる施設をどのように継続

し整備していくかが重要な課題であると考え

る。 
 そこで、本研究ではコミュニティ施設の整備

に関して先進的な事例を持つ神奈川県藤沢市

を対象とし、コミュニティ施設の整備過程を調

査・分析することでコミュニティの基幹となる

施設の形成について知見を得ることを目的と

する。 
 本稿では、藤沢市のコミュニティ基幹施設に

関する実態調査から市民センターと公民館の

併設事例について考察する。 

２ 市民センター・公民館の整備過程 
 神奈川県藤沢市は、東海道の宿場町として栄

え、1908年に藤沢町が発足し周囲の村と合併
して1940年に藤沢市となる。1955年には他町
村を編入し現在の藤沢市域になった。その2年
後の1957年に『藤沢市総合都市計画』が策定
され、1960年には『藤沢市新市建設計画』が
策定、まちづくりの基盤が形成された。その6
年後には新たなマスタープラン策定に向け、審

議会が設置され、市民の生活に環境、産業、文

化に関する整備計画を定めた。 
 1969年には『藤沢市総合計画書 1960-1990』
が発表された。その中で、住区－地区̶都市とい

う段階的な都市空間を形成し、それを基にした

都市施設の配置を提言している。地区は日常生

活圏を想定した市域19地区で構成されている。
面積や人口で細かく分けられているが現在の

13地区とほぼ同一の地区名となっている。段階
的な都市空間を形成することで、都市施設の地

域的偏在による中心性の低下という課題を克

服に向けていた。この施策の中で、市全域では

なく、小中学校ごとの将来計画が立てられ、地

区ごとのまちづくりが計画され始めた。 
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表1．市民センター・公民館の整備過程 
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 1973年には新市長が就任したことで政策が
変わり、それに伴い、予算編成資料である『人

間のまちをめざして』が策定された。この施策

で、6項目のうち、市民サービスの向上で市民
センターの建設が計画された。1977年からは
市内13地区に分けた市民集会が行われ、地区ご
との問題を市民から聴いていった。 
 その後、1979年『藤沢市新総合計画』でも
市民センター建設と公民館の新館建設事業の

充実が計画されている。 
 1976年には片瀬・長後・遠藤・明治・御所
見に市民センター・公民館が開設し、1989年
の湘南台市民センター・公民館が開設され、13
地区全てに市民センター・公民館が建てられた。 
 1999年に策定された『藤沢市都市マスター
プラン』では、市民センター・公民館の設置範

囲で構成された13地区を設定し、地区別のま
ちづくりを提唱した。 
 
3 市民センター・公民館の設置状況 
現在までの市民センター・公民館の設置状況

を以下の表2に示す。 
表2．藤沢市の市民センター・公民館設置状況 
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 1989年には『藤沢市都市マスタープラン』
に設定されている13地区への設置が完了して
いる。藤沢・片瀬地区には公民館分館、六会地

区には市民センター分館が設置されており、

2013年現在、分館を含めて15館の市民センタ
ーと公民館が設置されている。その中でも単独

公民館として設置されている施設や、市民セン

ター以外の施設と併設されている施設が存在

している。施設配置一覧を図1に示す。 
 市役所の近い藤沢、村岡地区では市民センタ

ーの併設がない独立館となっている。また、鵠

沼公民館は単独公民館での配置後、市民センタ

ーを併設した。湘南台市民センター・公民館は、

市民シアター、子ども館、市民センター・公民

館の3つの施設からなる湘南台文化センターと
して建設された。また、その他施設との併設と 

図1．施設配置一覧 
して、片瀬公民館分館である片瀬しおさいセン

ターがデイサービス施設併設、六会市民センタ

ー石川分館が市民の家との併設となっている。

市民の家とは、藤沢市で小学校区ごとに設置が

進められているコミュニティ施設である。 
市民センター単独での設置はなく、公民館ま

たは市民の家に併設する形で設置を行い、施設

の用途に広がりをもたせている。かつ、近くに

同機能をもつ施設が設置されている場合には

併設にせず、行政の定めた地区内に決まった機

能をもつ施設が1つ配置されている。 
 
４ コミュニティ基幹施設の機能 
 市民センター・公民館の機能は主に市民セ
ンター機能、公民館機能、市民図書室機能の3
つに分かれている。それぞれ、市役所職員、公

民館職員、図書館職員が分かれて滞在しており、

各事業を行っている。図2に各事業の詳細を示
す。 

 
図2．市民センター・公民館機能 

 市民図書室は図書館の出張所として市民セ

ンター・公民館に併設されている。業務として

は総合図書館と同様の内容だが、貸出証が総合

図書館と別であり、地域住民を対象としている

ので、周辺市町村は貸出証を作れないことや視

聴覚資料が置かれていないなどの制限がある。 
 公民館では主催事業と施設の貸出が主な業

務となっている。2013年10月現在では、公民
館は市民運営となっており、公民館運営委員会

が結成され、各館に5~7名ほど配置がされてい
る。公民館の総括は藤沢市役所生涯学習総務課

が行っている。 
 市民センターの機能としては窓口業務・市民

活動支援事業・地域環境設備事業からなり、窓 
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表3.各市民センター・公民館の事業一覧 
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口は庶務担当・地域担当・福祉窓口に分かれて

設けられている。市役所で行える各種手続きを

始め、土木の技術職員を置き、地域環境整備に

関する業務や地域団体の育成援助、福祉や健康

に関する相談窓口を行っている。以上の3つの
事業が市民センター・公民館で行われており、

近隣の施設によって行われている事業内容が

異なっている(表3)。 
市民センターが併設されていない公民館にお

いても市民活動支援と地域環境設備に関する

事業は行われている。13地区ごとのまちづくり
の拠点とされる分館を除く13の公民館又は市
民センター・公民館では公民館事業と市民セン

ター業務の中でも市民活動支援・地域環境設備

事業が共通して行われていることがわかった。

また、市民センター業務の中でも市民センター

併設となっている施設には窓口業務の各種届

出・証明書等の交付が行われていることから藤

沢市では市民センターとして各種届出・証明書

の交付が必要な機能としている。 
 市民センター事業の中には、市民センターと

しての施設貸出もあり、公民館では社会教育法

に基づいた貸出しか行わないに対し、市民の福

祉の為に貸出を行うことができるようになっ

ている。 
 
５ 市民センター・公民館の施設空間 
 市民センター・公民館は主に市民センターと

公民館の事務室、市民図書室、貸出室で構成さ

れている。実態調査から市民図書室は平均100
㎡ほどでカウンターと本棚が設置され机・椅子

などの閲覧スペースは無いが館によっては靴

を脱いで上がる絨毯のスペースを設置し、おは

なし会を開く所もみられる。全館、市民図書室

は1階の事務室近くに設置されており、共通の
入り口だけではなく、直接図書館に入ることが

できる入り口を設けている館もあり、市民図書

室は施設内でも独立している室となっている。

市民センターの窓口・事務室が平均120㎡であ
り、残りが公民館の事務室と貸出室となってお

り、公民館の室割合が多くなっている。施設空

間としては公民館の要素が多い施設となって

いる。しかし、市民センターと公民館が複合型

の事務室が多く、貸出室も公民館事業の貸出だ

けではなく、市民センター事業としての貸出も

行っている。 
 
６ 市民センター・公民館の利用状況 
市民センターと公民館部分を事務所、ロビー、

貸出室の3つに分けて分析する。 

  
図3.各市民センター・公民館の事務所形態 

 市民センターと公民館の事務室について複

合であるかどうかを比較してみる。公民館単独

設置である村岡と藤沢と分館を除くと、図3か
らほとんどの市民センター・公民館で市民セン

ターと公民館が事務室を複合していることが

わかった。分かれている2館に関しても壁や通
路を挟んだ場所に設置されており、離れた場所

での設置は見られなかった。複合している10
館に関しては、前掲の市民センターの3つの窓
口に公民館窓口が並んで設けられている。ヒア

リング調査では、業務の中で恊働することが多

いので、複合であると都合が良いという意見が

多かった。また窓口が並べてあるため、利用者

の意識は市民センターと公民館の区別がはっ

きりとされていないことも職員へのヒアリン

グでわかった。 
 次にロビー空間について見てみる。ロビーの

設置場所について図4にまとめる。事務室に隣
接して設けられている所がほとんどであるこ

とがわかった。また、事務室前にはなくても同

じ1階に設けられており、1階にはどの館にも
必ずロビーが設けられている。調査では、事務

室前とそれ以外の所で様相の違いが見られた。 
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図4.市民センター・公民館ロビー空間 

事務室前のロビーは市民センター利用者が多

く、待ち合いスペースのような利用が多く見ら

れた。それに対し、事務室前以外のロビーは公

民館利用者が利用しており、サークル活動の合

間の休憩場所としての利用であった。どちらの

スペースも椅子だけの設置がほとんどであっ

た。作業や飲食ができる場としてロビーを設け

ている市民センター・公民館は少ない事がわか

った。 
 貸出室について見てみると、大きく分けて、 
□ 談話・会議室 
□ 和室 
□ 調理室 
□ 文化室 
□ ホール・体育室 
□ 子ども室 
□ 陶芸窯 
□ その他 
の室に分けることができる。談話室・会議室、

和室、調理室については全ての市民センター・

公民館に設置されている。ホール・体育室は兼

用にしている所や藤沢と片瀬地区では本館と

分館で分けて設置されている。 
 この中で、特徴的な室としては文化室、子ど

も室、陶芸窯である。文化室は音楽室や視聴覚

室といった設備を持つ室である。子ども室は保

育を行う室であり、子ども向け事業や託児付き

事業を行う時に利用する。子ども室のない施設

では、和室を託児が必要な時に利用しているこ

とがわかった。陶芸窯は施設外に設置され、全

館のうち5館に設けられている。 
 椅子と机の基本的な設備だけではなく、専門

的な室が多く設置されており、公民館では多彩

な活動が行われていることがわかった。市民セ

ンター貸出の場合では、地域団体の会議や市が

主催する事業としての利用の為、主に談話・会

議室やホールが使われている。しかし、地域団

体の中で、市民センター・公民館に拠点を置く

団体や緊急会議の為に貸出を行わない室を設

けていることがほとんどの施設で見られた。 
 また、施設予約の規則では、使用希望日の2
ヶ月前の1日からであるが、市民センターは公
民館の使用申請受付後となっている。よって貸

出室は市民センターと公民館の共用であるが、

公民館利用が優先となっている。 
 
７ まとめ 
 現在、藤沢市に設置されているコミュニテ

ィ基幹施設では、公民館としての室構成が基

準となり、市民センターと市民図書室の機能

が加えられている。また、市民センター併設

ではなく、公民館が単独設置されている施設

もあることから、コミュニティの基幹となる

施設としては公民館が機能していることが

わかった。併設のメリットとしては、公民館

の社会教育・生涯学習としての利用に加えて、

市民センター機能が加わることでより多く

の住民が施設に訪れるきっかけをもたせて

いる。 
 しかし、デメリットとしては、市民センタ

ー・公民館が共用の事務室をもつことで、ロ

ビー空間の利用が市民センター窓口業務の

待ち合いスペースとなっており、ロビー空間

の自由度は低くなっている。また、駐車場に

おいても市民センター利用者のために、公民

館利用者が利用制限されていることがある。 
 管理運営面からの考察は今後の課題とす

る。 
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